
 

 

 

 

 

 

 

福島市内・郡山市内の医療業で 

はじめてのくるみんマーク認定 
 
 
  

 

 

福島労働局（局長 引地 睦夫）は、このたび、従業員の子育て支援に積極的に取り

組んでいる企業（子育てサポート企業）として次世代育成支援対策推進法に基づき、

一般財団法人 太田綜合病院（理事長 堀江 孝至）、一般財団法人 大原綜合病院 

（理事長 平子 健）を認定（くるみんマーク認定）しました。（認定企業の取組に 

ついては資料１、認定制度については資料２参照） 

 

 福島県を代表する病院である太田綜合病院、大原綜合病院は、福島市及び郡山市の 

医療業でははじめての認定企業となり、当局管内の認定企業数は、のべ２８社となりま

した。（これまでの県内認定企業等については資料３参照） 

 

 認定企業に対する通知書交付式は、下記により行います。（資料４参照） 

※セミナーの写真撮影、認定企業への事前取材・交付式後の取材は可能です。 

 

（添付資料） 

資料１ 認定企業の取組 

資料２ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定について、基準適合一般事業主認定基準 

資料３ 福島県内の認定取得企業（子育てサポート企業）一覧 
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福島労働局雇用均等室 

室   長     鈴 木 千賀子 

厚 生 労 働 事 務 官     横井 菜穂子 

        TEL 024-536-4609 

  

 

「男女がともに働きやすい職場づくり推進セミナー」（福島会場） 

 

 ○日 時：平成２７年１２月１１日（金）１３：３０～ 

 

 ○場 所：福島グリーンパレス（福島市太田町１３番５３号） 

       

厚生労働省福島労働局発表 
平成２７年１２月１０日 
12 月 11 日交付式終了後解禁 

一般財団法人 太田綜合病院（郡山市）（理事長 堀江 孝至） 

一般財団法人 大原綜合病院（福島市）（理事長 平子 健） 



資料１－① 

 

郡山市内の医療業で初めての取得 
●行動計画期間中に男性３名が育児休業を取得し、全員が  

約１か月間取得。 
 
● 計画期間 

 
 平成２２年４月１日～平成２７年３月３日 

 
● 計画期間において育児休業をした労働者数 

 
男性育児休業者 ３名 

女性育児休業者 ３００名  

 
● 行動計画の目標達成状況 

 
（１）計画期間中に男性職員３名が約１か月間育児休業を取得した。 

（２）毎月の所定外労働時間数を部署ごとに把握し、労務管理に反映させることにより、所定

外労働時間の削減に努めた。 

（３）管理職研修および新人研修にて、ワークライフバランス等に関する研修を実施し、職場

優先の意識や固定的性別役割分担意識を改革するよう努めた。 

 

● 目標以外の取組内容 

・全職員の子どもが小学校就学始期まで利用できる附属保育園を運営している。 
   

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般財団法人 太田綜合病院（郡山市） 

■代表者：理事長 堀江 孝至  ■事業内容：医療・福祉 

■労働者数：２，３９０人（ 男性 ５２５人、 女性 １，８６５人 ） 

(取材連絡先・担当者：024-925-0088  法人運営推進本部 人事課 係長 松本恵子 ) 

＜一般財団法人 太田綜合病院 様からのコメント＞ 

 女性職員が全体の８０％を占める当法人では、附属保育園の設置等、子育てをしながら安心して長く働き

続けられる職場づくりに取り組んでいます。今回の行動計画期間中は、医師をはじめ、複数の男性職員が育

児休業を取得しました。また、出産した女性職員のほとんどが、子どもが１歳になるまで育児休業を取得して

おり、復職後も約３０％の職員が育児のための所定外労働時間短縮制度を利用する等、当法人には、子育

てに関して様々な立場の職員がお互いを思いやり助け合う職場環境があります。 

職員にとって働きやすい職場は、良質な医療の提供にもつながります。今後も職員が仕事と家庭の両立が

できる環境作りに、より一層努めて参ります。 

 

＜育児休業を取得した男性社員の方からの声＞ 

 第２子の出産後に、里帰りしないことを夫婦で決めていたため、早めに上司に相談し、育児休業を取得しまし

た。短い期間ではありましたが、私が育児休業を取得したことで、妻の安心感・信頼感を得ることができたと思

います。妻がいなくても、子連れで外出したり、一緒に遊んだり、子ども達と過ごす時間が増え、育児に対する

自信が持てました。また、「家事・育児の毎日」の大変さを経験し、妻の大変さを実感する事で、育児休業後

も家事や育児に積極的に関わろうという気持ちになりました。最後に、病院や職場の上司・同僚のご協力には

本当に感謝しています。 



資料１－② 

 

福島市内の医療業で初めての取得 
●配偶者出産休暇の取得により、男性の育児参加を促進。 
  
 
● 計画期間 

平成２２年４月１日～平成２７年３月３１日 

 
 
● 計画期間において育児休業をした労働者数 

 
男性育児休業者   ２名 

女性育児休業者 １００名  

 
● 行動計画の目標達成状況 

 
配偶者出産休暇（特別休暇）について、管理職研修で制度周知を行うなど職場環境の整備 

に努め、取得促進を図った。 

 

● 目標以外の取組内容 

・全職員の子どもが小学校就学始期まで利用できる事業所内保育施設を設けている。 

・看護職を中心とした残業削減のための研究チーム「早く帰り隊」を立ち上げ、業務の見直し

を図った。 

・育児休業復職者向けの職場復帰プログラムを設け、職場復帰しやすい環境を整えている。 

 

 
   

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般財団法人 大原綜合病院（福島市） 

■代表者：理事長 平子 健  ■事業内容：医療業 

■労働者数：７０３人（ 男性 １８２人、 女性 ５２１人 ） 

＜一般財団法人 大原綜合病院 様からのコメント＞ 

 当財団は急性期を中心とした医療を提供する病院で、約７８％が女性職員です。特に医療業界ではスタッフ（看

護師）不足が深刻な問題となっており、離職による損失を避けるため、ワーク・ライフ・バランスの導入に取り組みま

した。 

 まずは育児休業取得率を高めるとともに、男性職員の取得も推進、またTQM活動を通しての時間外削減運動や

多様な勤務体系の導入を実施しました。 

 今後も医療が高度化する中、業務の負担も増大することも考えられますが、事業所内保育所（認可保育所）の

設置や働きやすい風土づくりに心がけ、女性が活躍できる職場を目指していきます。 

 

＜育児休業を取得した男性職員の方からのコメント＞ 

 当院で育児休暇を取得した男性看護師は、私が初めてでした。上司・同僚からの勧めもあり、育児休暇を取得す

ることが出来ました。妻は出産前から他県の実家に帰省しており、福島に戻ってきた時に育児休暇を取得させて 

もらいました。 

初めての３人での生活は、育児休暇を取得できたおかげで、協力して生活を始めることが出来ました。 

職場復帰した後も、落ち着いた環境の中、仕事が始められることも出来ました。現在も夫婦で協力し、仕事と家庭

での生活を両立することが出来ています。 

 
(取材連絡先・担当者：024-526-0300  経営本部・総務部 人事課 主任  内池 裕一 ) 



資料２ 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定について 

 

■ 認定と認定取得による効果 

次世代育成支援対策推進法に基づき、事業主は労働者が仕事と子育てを両立させるこ

とができるよう雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するための「一般事業主

行動計画」を策定し、一般への公表、従業員への周知を行い、都道府県労働局長に届け

出ることとされています。 
 

事業主は、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成するなど、一定の基

準（※基準適合一般事業主認定基準）を満たした場合は、都道府県労働局長の認定（く

るみんマークの認定）を受けることができます。 
 

認定を受けると、次世代認定マーク（愛称：くるみん）を自社の商品、広告、求人広

告などに表示し、「子育てサポート企業」であることを対外的にアピールすることがで

きます。 

その結果、企業イメージの向上、従業員のモラールアップやそれに伴う生産性の向上、

優秀な従業員の採用・定着が期待できます。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１ 適切な一般事業主行動計画を策定したこと。 

２ 計画期間が 2年以上 5年以下であること。 

３ 行動計画に定めた目標を達成したこと。 

４ 行動計画について、公表及び従業員への周知を適切に行っていること。 

 ５ 計画期間内に男性の育児休業等取得者が 1人以上いること。※1 

 ６ 計画期間内に女性の育児休業等取得率が 70％以上であること。※２ 

 ７ 3 歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業制

度又は勤務時間短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。 

 ８ 次のいずれかの措置を実施していること。 

①所定外労働削減 

②年次有給休暇の取得の促進 

③働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 

 ９ 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 
  

※１ 従業員 300 人以下の場合は、子の看護休暇、育児短時間勤務制度の男性利用者がいる
場合等も含まれます。 

※２ 平成２７年３月３１日までに終了する行動計画については７０％以上となりますが、 
平成２７年４月１日以降の行動計画については７５％以上であることが必要です。 

基準適合一般事業主認定基準 



資料３ 

福島県内の認定取得企業（くるみんマーク企業）一覧 

■福島県の認定企業一覧（平成２７年１２月１０日現在） 
企業名 所在地 業種 認定年度 

株式会社郡山測量設計社 郡山市 サービス業 平成２０年度（１回目） 

株式会社沖データシステムズ 福島市 サービス業 平成２０年度（１回目） 

株式会社東邦銀行 福島市 金融業 平成２１年度（１回目） 

藤田建設工業株式会社 棚倉町 建設業 平成２１年度（１回目） 

株式会社ニラク 郡山市 娯楽業 平成２２年度（１回目） 

福島キヤノン株式会社 福島市 製造業 平成２２年度（１回目） 

田中建設株式会社 双葉町 建設業 平成２２年度（１回目） 

福島キヤノン株式会社 福島市 製造業 平成２４年度（２回目） 

医療法人社団三成会 須賀川市 医療業 平成２４年度（１回目） 

株式会社ニラク 郡山市 娯楽業 平成２４年度（２回目） 

社会福祉法人太田福祉記念会 郡山市 福祉業 平成２４年度（1回目） 

小野建設株式会社 相馬市 建設業 平成２５年度（1回目） 

株式会社郡山測量設計社 郡山市 サービス業 平成２５年度（２回目） 

公益財団法人磐城済世会 いわき市 医療業 平成２５年度（1回目） 

日本テキサス・インスツルメンツ・ 

セミコンダクター株式会社 
会津若松市 製造業 平成２５年度（１回目） 

社会福祉法人いわき福音協会 いわき市 福祉業 平成２５年度（１回目） 

医療法人辰星会 二本松市 医療業 平成２５年度（１回目） 

株式会社ヨシハラ 本宮市 製造業 平成２５年度（１回目） 

株式会社東邦銀行 福島市 金融業 平成２６年度（２回目） 

福島キヤノン株式会社 福島市 製造業 平成２６年度（３回目） 

若松ガス株式会社 会津若松市 ガス供給業 平成２６年度（１回目） 

北関東空調工業株式会社 いわき市 建設業 平成２７年度（１回目） 

株式会社ニノテック 郡山市 卸売業 平成２７年度（１回目） 

株式会社ハニーズ いわき市 小売業 平成２７年度（１回目） 

アルパインマニュファクチャリング株式会社 いわき市 製造業 平成２７年度（１回目） 

社団医療法人養生会かしま病院 いわき市 医療業 平成２７年度（１回目） 

☆一般財団法人 太田綜合病院 郡山市 医療業 平成２７年度（１回目） 

☆一般財団法人 大原綜合病院 福島市 医療業 平成２７年度（１回目） 

■認定企業数（平成２７年１０月末日現在） 

都道府県 福島県 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 全国 

認定企業数 

(認定件数)  

１９ 

(２４) 
１８ ２６ ２５ １６ ２２ ２，３５６ 

一般事業主行動計画

策定届届出状況 

(うち努力義務) 

７７９ 

(１８８) 

６００ 

(１４１) 

６６１ 

(２１９) 

８５４ 

(１０１) 

５６１ 

(２３８) 

５４７ 

(９９) 

６１，６９５ 

(１６，９１１) 

※次世代法に基づく「一般事業主行動計画」の策定・届出は、従業員数 101 人以上規模の企業に義務付けられており、100 人以
下規模の企業は努力義務。 


